
令和７年 特別区人事委員会勧告について 
 

 

 特別区人事委員会は、令和７年１０月１４日（火）、幼稚園教育職員を含む職員の給与等に

ついての報告及び勧告等を行った。 

 

１ 月例給 

若年層に重点を置きつつ、それ以外の職員も昨年を大幅に上回る引上げ改定 

（令和７年４月１日から実施） 

公民較差１４,８６０円（３.８０％）を解消 

○ 公民月例給の比較 

民間従業員 職 員 公民較差 

４０６,３２２円 ３９１,４６２円 １４,８６０円（３.８０％） 

○ 初任給の改定内容（幼稚園教育職員） 

 現行給料月額 改定後給料月額 改定額 

大学卒 2３３,０00円 2４５,８００円 ＋１２,８００円 

短大卒 ２１５,200円 ２２９,９００円 ＋１４,７００円 

 

２ 特別給（期末手当・勤勉手当） 

年間の支給月数を 0.０５月引上げ（現行 4.８５月→4.９月） 

※ 期末手当及び勤勉手当ともに０．０２５月分引上げ 

（改正条例の公布の日から実施） 

 

３ 公民比較方法の見直し 

厳しい採用環境を踏まえ、有為な人材を確保するため、大都市に相応しい、より規模の

大きな企業と比較し、本年の公民較差を算出 

比較対象企業を、５０人以上から１００人以上へ引上げ 

 

 

教育委員会資料８ 

令和７年11月11日 



障害者総合支援法の一部改正に伴う規定整備について 

 

 

１ 目的 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総

合支援法）等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０４号）の施行に伴

い、千代田区立障害者福祉センター及び千代田区立障害者就労支援施設に関

する規定を整備する。 

 

２ 概要 

千代田区立障害者福祉センター及び千代田区立障害者就労支援施設は、障

害者総合支援法に規定されている業務を行っている。 

今般、障害者の就労選択支援に関する法第五条第 13 項及び、障害者の地域

移行整備に関する市町村の努力義務に関する法第七十七条第３項並びに第４

項が新設されたことから、条例に引用する条文に条項ずれが生じている。そ

のため、千代田区立障害者福祉センター及び千代田区立障害者就労支援施設

に関して必要な諸規定整備を図るものである。 

 

３ 規定整備を行う条例 

千代田区立障害者福祉センター条例 

千代田区立障害者就労支援施設条例 

 

４ 施行予定日 

公布の日から 
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デジタル障害者手帳「ミライロ ID」の導入について 

 

１．ミライロ ID について 

 デジタル障害者手帳「ミライロ ID」は、株式会社ミライロが提供する、障害者手帳の

情報を提示できるデジタル障害者手帳アプリ。 

 現在、交通機関や観光施設、公共施設等、全国約４，２００事業所で障害者割引等

のサービスを受ける際に利用されている。 

 

２．目的 

 障害者の利用料金減免等の規定がある区施設を利用する際、障害者手帳の提示

に代えて、ミライロ ID の提示とすることで、障害者の心理的負担の軽減と利便性の

向上を図る。 

 

３．導入開始日 

 令和７年１１月４日（火） 

 

４．ミライロ ID利用可能施設 

 ミライロ ID を利用できる施設と対象となる手続きは以下のとおり。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設利用料
駐車場料金

2 駐車場料金

3 企画展観覧料

4 昌平童夢館 プール利用料金

プール利用料金
駐車場料金

6 麴町小学校 プール利用料金

7 富士見みらい館 プール利用料金

8 駐車場料金

9 温水プール利用料

10 有料トイレ利用料

11 駐車場料金

12 駐車場料金

番号 施設等名称 対象手続き

1 スポーツセンター

千代田図書館

日比谷図書文化館

コミュニティスクール
5 神田さくら館

男女共同参画センターＭＩＷ

いきいきプラザ一番町

オアシス＠akiba（秋葉原駅東側広場内公衆便所）

高齢者総合サポートセンターかがやきプラザ

千代田区役所食堂
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５．参考 
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障害者の新たな就労機会創出事業について 

 

１ 事業概要 

働く意欲がありながら外出を伴う就労や長時間就労が困難である重度障害者等の新たな就労

機会を創出するために、自宅からスマートフォン等の操作により短時間でも就労できる分身ロボッ

ト OriHime の活用を実験的に実施した。 

２ 実施状況 

・令和６年度 

 千代田区立障害者福祉センターえみふる及びちよだんごカフェに設置 

 パイロット７名体制で受付や接客業務を担う。 

・令和７年度 

 区役所本庁舎１階さくらベーカリーに設置 

 パイロット７名体制で接客業務を担う。 

 事業経費：令和６、７年度ともに約７００万円 

・令和７年７月に OriHime に関する設問も設けた「千代田区 

第８期障害福祉計画、第４期障害児 福祉計画策定のためのアンケート調査」を実施したところ、

「就労してみたい」という回答率は低かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の方向性 

 OriHime をはじめとし、区民にとって有効な様々なコミュニケーションツールを研究する。 

問47(2)　OriHimeを活用して就労してみたいと思いますか。

　　　　　｢１．知っている｣と答えた方にお聞きします。

回答数 構成比

是非活用して就労してみたい 13 11.1%

どちらかと言えば活用して就労してみたい 13 11.1%

どちらともいえない 45 38.5%

どちらかと言えば活用して就労したくない 7 6.0%

活用しての就労はしたくない 27 23.1%

無回答 12 10.3%

合計 117 100.0%

選択肢
全体

問47(1)　区が実証的に活用している分身ロボット「OriHime」についてお聞きします。分身ロボット「OriHime」をご存じでしょうか。

回答数 構成比

知っている 117 14.3%

知らない 565 69.2%

無回答 134 16.4%

合計 816 100.0%

選択肢
全体



 

 

電子母子（親子）健康手帳の試行導入について 

 

 １ 母子（親子）健康手帳の電子化について 

母子保健法に基づき、妊娠届を提出した妊婦に母子（親子）健康手帳（以下「母子

健康手帳」という）を交付している。区は、区民の利便性向上を図るため、国が全国

的に導入を進めている母子健康手帳の電子化に先行して、以下のとおり電子母子健

康手帳を試行導入する。 

令和７年度は、試行導入の実施、今後発出される予定の国ガイドラインの精査等

を行い、令和８年度以降の実施内容検討に活用する。 

 

２ 実施内容 

 （１）電子母子健康手帳の試行導入 

従来の紙の母子健康手帳に加えて、スマートフォンなどを使って、ご自身で健

診情報等を入力できる電子母子健康手帳を試行導入する。 

   【電子母子健康手帳の機能】 

・健康記録等をいつでも手元のスマートフォン等で確認できる 

    ・区からのプッシュ通知が受けられる（両親学級などの事業案内等） 

    ・写真添付機能、コメント機能などで親子の思い出を記録できる 

    ※健診受診や各種手続きには従来どおり紙の母子健康手帳が必要 

  （２）開始予定日 

     令和７年 12月２日（火） 

（３）システムについて 

     予防接種スケジュール管理システム「予防接種と育児応援ナビ」内に母子健康

手帳機能を追加する。 

（４）利用方法 

     利用者はアプリから利用登録し、ご自身で健診等の情報を入力することにより、

お手元のスマートフォンなどでいつでも母子の健康記録等を確認できる。 

    ※詳細は別添チラシのとおり 

 

【参考：母子健康手帳交付実績】 

 交付人数 

令和６年度 648人 

令和５年度 638人 

令和４年度 692人 
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👉 詳しい利用方法は裏面へ  

 

スマホ等でも母子健康手帳が 

利用できるようになりました 

 

 

 

📱電子版母子健康手帳（親子健康手帳）とは？ 

紙の母子健康手帳の内容をスマートフォンで記録・確認できるサービスです。 

妊娠・出産・育児の記録をスマホ等で入力・管理することができますので、記録した

健診結果等をいつでも確認できるようになります。 

🎉主な機能 

・妊娠・出産・育児の記録を簡単に入力・保存ができます 

・いつでも・どこでも記録の確認ができます 

・出産・子育てに関するお知らせが確認できます 

☝こんな方におすすめ！ 

・紙の母子健康手帳をなくしてしまいそうで不安な方 

・外出先でもすぐに記録を確認したい方 

⚠️ご利用にあたっての注意点 

• 健診の受診には、紙の手帳を持参ください。 

• 記録の入力はご自身で行う必要があります。 

• 利用料金は無料です。 

• アプリの利用にはインターネット接続が必要です。通信費用はご自身の負担です。 

• スマートフォンの機種や OS によっては利用できない場合があります。 

📝利用方法 

1. 専用アプリをダウンロード（iOS／Android 対応） 

2. 利用登録 ・ 子どもの情報を登録 

3. すぐにご利用できます 

 

  

予防接種と育児応援ナビと連携して、 

予防接種のスケジュール管理もできます！ 

１２月から、紙の母子健康手帳に加え、新たに電子版の母子健康手帳サービスを開

始します。スマートフォンから、いつでもどこでも記録の確認ができるようになります。 

   

 

 

（お問い合わせ） 

千代田区保健サービス課保健サービス係 

電話：03-6380-8552 

メール：hoken-service@city.chiyoda.lg.jp 

QR コード 

⚠️ 健診の受診や各種お手続きには紙の母子健康手帳が必要です。 

(案) 
 

別添 



１.まずは利用登録 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.お子さんを登録 

３.記録しよう 

①「登録する」から登録画面へ ②必要事項を入力して「登録」 ③登録完了！ 

①「設定」を選択 ②「子どもを追加する」を選択 ③必要事項を入力して「保存」 

①「母子健康手帳」から 

該当のお子さんのタブを選択 

②記録する項目を選択 ③記録を入力して「登録」 


